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はじめに

水の安定供給は、市民生活、経済活動を支える基盤であり、ひとたび給水制限に至れば
その影響は多大なものがあります。

本市では、平成６年の夏以降、いまだかって経験したことのない、異常渇水に見舞われ、

南部水系が平成６年８月１日から、北部水系が９月６日から厳しい給水制限を余儀なくさ

れました。一時は、南部水系において、隔日5時間給水という非常に厳しい給水制限の止

むなきに至りましたが、その後も水事情はなかなか好転せず、ようやく翌平成７年４月

２６日をもちまして、給水制限を全面解除することができました。

すなわち、約ｇか月近くに及ぶ大渇水を経験したところであります。

この間、市といたしましても、水の確保を第一義と考え、各河川からの取水、他市町か

らの支援水による補水等、できる限りの手段を講じ、懸命の努力はしたものの、市民の皆

様の日常生活のみならず、経済活動にも多大の御迷惑をおかけいたしました。

この度の給水制限は、かならずしも一過性のものとは言いきれず、再び同様の渇水に見
舞われないとも限りません。

今回の給水制限は、近年まれに見る高温少雨に原因があったとはいえ、本市の水源確保

等に遅れがあったことも事実であり～そのような意味でこの度の異常渇水は多くの教訓と
課題を残しました。

ここに今回の渇水に対する反省の意を込め、本市の水事情、渇水状況さらには今後の対
策をまとめご報告いたします。
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Ⅱズｋ菖專'１青ＣＤ圭見芝兄 (5)このよう癒中、水源確保のために次のような対策をとってきました。

。老朽管の布設替により漏水量を減らす。

・貯水池内の±砂を搬出し貯水量をふやす。

。浄水場での洗浄用水等の再利用。

・地下水確保のためのボーリング。

・補水施設の能力を増強

・農業用溜池に余水があるときの分水の同意取得。

・水質の悪化で休止していた取水施設を水質が好転したため再稼織り

などの対策をとってきましたが、いずれも年間を通して安定的に取水

できるものではなく、また必要量を満たすまでには至っていません。

ユー1ニズｋ逹童

（１）本市の地形は北西から南東に帯状に細長く伸び､また平野に乏しく

山から海にすぐ臨んでおり、雨水はたちまち海へ流れ下っています。

このような地勢のため、市民の給水を全て賄うだけの豊富な河11は存

在せず、大きなダムを建設する適地もありません。

(2)したがって水源としてば、降雨によって流れ込む水を蓄えておく小

規模な６か所の貯水池と、市内を流れている川から取水しているもの

の、それでも不足するため行政区域を異にする隣接町の川棚川（１５

０００，３／日）や佐々川（5,000ｍ塾／日）からの取水などで

辛うじて賄っています。 (6)芯お、早急に解決すべき課題として、この他の問題として繭上水系

の融通の問題があります。本市の水道は、南部水系、北部水系の２系

統に分かれ、現在のところ南北の水の融通鱈択給水）ができるのは、

大黒配水池の４，０００㎡／日のみと癒っています。

△

これらの水源を合わせると、 *E市に許されているエ日当りの取水量

(Zk利権量）は、８２，５００㎡となっています。pＦ

③

(3)一方、水需要の実態は給水のピーク時には既に１日当り１００，０

００㎡を超えており、２０，０００ｍヨ以上の水源が不足するとい

う事態が生じているばかりか、近年では年間の１日平均給水量でさえ

水利権量を上回っています。

(7)以上の状況の中で、本市の水問題を抜本的に解決する方法は、隣接

する川棚町に建設を計i酉iしている石木ダム以外にはあり得ません。

(4)また、給水人口の増加、未給水地区の解消、核家族化、下水道の普

及、生活様式の高度化、また、誘致企業への給水等により、水の需要

は増える傾向にあります。

２



ｽﾞｋ翻原Ｐ勺言尺○ ○フピｋ尋書三三こつ夛二薙實

行政人口 給水人口 Ｈ￥鮒繩 Ｈ献帥風

取水能力 施設能力 250,217 234,936 ７８，０６２ ９７００２

248,715 233,526 ７９，４３１ ９７，６４３

247,498 232,655 ７９，５０８ ９７，２６２

248,895 ２３３９００ ８０，１５５ ９７，５０４

247,740 232,966 ７８，９７４ ９７，３１７

２４，９００ 247,001 232,078 ８０，９５０ ９９，１０１

４３，６００ ⅧⅢ’ 247.248 232.382 ８１，７８５ ９９，５４８

247.518 233,205 ８４，１９７ ９９８０１

９，５００ 247,638 233,704 ８５，７２０ ９９，５８１‘

３４．４００ 246,981 ２３３２２４ ７５，８７１ １０１４１９

１００００ 施設能力：㎡／日 人口：人普及率：％給水量：㎡／日笹

５３，６００

11,800 1319,000

１１，８００ １，３１９０００

】

１７，１００

２８，９００

5,575,000

取水能力:声㎡／日

貯水量：㎡

３

安定水源

糠 水源名 取水能力 貯水量

北
部

ダ

ム

山の田

菰．田

転石

相当
●▲｡◆■■凸ｑ●■■－■●■●●■■■

川谷

小計

河

川

相浦

三本木

岡本

小計

計

8,000

12,600
ﾛ甲甲●｡｡｡｡いいＧ￣￣Ｐ｡■□ひ■■■●①●■q

甲

3,000

6,000
b■＆旱ＣＣＤＳＣＳ｡｡●■■中■●■■い■ロ■のﾛ

14,000

43,600

4,500

4.500

1,000

10,000

53,600

551,000
ト■■■■■■■土■●わ■■-■●ＣＱＣＤＣＢｂ●●●●ロー古■

1゛462,000
b◇●｡早●●●■I■I■＆■!■Ⅱ■Ⅱ■■￣￣I■□■■■■巳■U■I■■1■

己

233,000

400.000
ｐ■■Ｔ〒句■●●｡白●｡｡、ｃｃ、ひし｡｡早■●←●●●■

1,610,000

4,256,000

巴いら￣P△■■■■｡●④Ｂの■ごり■ご●■□■■●Ｂ■Ｂ■
■

｡●●ＣＯＣＯ◆●■。●●●①｡？●■Ｐ｡￣●甲一｡●●け勺

南

部

ダ
ム

下の原

小計

河

川

川棚

権常寺

小計

計

11,800

11,800

15,000
●■亡■■■＝ｂｂＳ一山Ⅱ■－■■ﾛ■■■■■■－■■

2,100

17,100

28.900

1,319.000

1,319,000

合計 鰯露讓i鶴’ 5,575,000

不安定水源

綴 水源名 施設能力

北
部

四条橋取水場

佐々取水場

矢峰さく井

柚木さく弁

小計

18,000

一興』lQL
P●凸凸●●－－℃■!■■缶■■■■1■■■－－U■ロ■

勺

1,050
p○ｓ■ｃＣＣＣＤＣ■⑨■凸■1つ■■■､ｂ■■■凸の

850

24,900

南
部

下の原取水場

下の原さく井

小計

8.000

１p５００

9,500

計 34,400

年度 行政人口 給水人口 普及率 H乎轆ホ風 H§焔緬

６０ 250,217 234,936 93.9 78,062 97,002

６１ 248,715 233,526 93.9 79,431 97,643

６２ 247,498 232,655 94.0 79,508 97,262

６３ 248,895 233,900 94.0 80,155 97,504

一元

247,740 232,966 94.0 78,974 97,317

２ 247,001 232.078 94.0 80,950 99,101

３ 247,248 232,382 94.0 81,785 99,548

４ 247,518 233,205 94.2 84,197 99,801

５ 247,638 233,704 94.4 85,720 99,581

６ 246,981 233,224 94.4 7５．８７１ 11;L4JL1L



己一Ｆｽﾞﾄご筥［

(1)公共-F水道Ｉ説都市生活環境の整i灘 市街化因藺納の寝zk防除:轍市整備を進めろ公共用水域のZK質保全、 .１７￣・一見一’b－－識(1)公共~F水道I説都F同国古環境の

(2)本市の公共~F水道｛よ昭和２４

(3)汚Z1d誉ZDU布設については、|肺

(4)雨Z}③j鰍については､現在JＲ

本市の公共~F水道は､昭和２４年に着手し､以来、７次にわたる整備を進めてきました。
申

汚Z1d誉Z､布設についてl虫１日市内の整ｉｌ舗鵜Ｂｌｇｌ完了したためｄﾏﾄﾞ[ｋ曰謂黒髪､天椣東浜地区などの面白く盤備を進めています。

を図ろため白南届U１日j[良工事ﾋｴ＆市街化鰯i内の幹線的力j雨k渠について整備を進めています｡

汚iEBu鯉については､平成5f轆力、ら海洋携棄をしていまし鋤＜中部下】kAm理場に汚泥溶融ｉｔ穀を平成4年度b、ら平成6年度の3箇年で篭没を完了し､平成7年4月(5)汚泥j西堅については､平成5隼g電O、ら掘甲践葉悪していまし７こ刀、PPi計３ﾄﾝＭ幽鵠に71ﾗ泥繍H1施設をユド奴4±F1勘、ら平取6ｺ目F脚｣師

から稼働しています｡汚泥溶融i可によって出来るスラグについてＩ説有蛎11用の方策を検討牛｢であります。

(6)Ａｕ理塲及びヰ継ﾎﾟﾝﾌﾟ場は､建設以来相当の年数ｶW墨過し､電気､機１Ｍ穀ｉｉｉを計1画iM]に更閻fするため､建設省と協議を行っています。

公共-Fizk道の整鬮犬況kk以下のとおりです。(7)

ｲ．汚Zki萱渠の整備伏況
(平成7年３月末現在，

⑩

５９１６０１２１７６５７０３１５５５分流式■ﾛ､孔,Ｌ埋区８６２７００

針尾処理Ｚ１５０１５０１００３８３８，１００分流式

計Ｍ１２１８５０６１１９８１５９■■川川両■

ﾛ.雨i《露の整備tltiiB
(平成7年３月末現在, 活

９４７３４８３７４１１５８７「扉

・０

４

A､唾亜鏑『
処理面積

計i亘拠J麺積
ｈａ

籍i篇疽i積
ｈａ
整備率

％

処理人口

計i直，i､理李只 Au狸へ旱人
普ZHt率

％

管渠延長

計１重蔭渠延長
ｋ、

整備管渠延長
ｋ、

整備率
％

排隠坊式 処理方法

輔賊1選区 ２ ， ８６２ １ ， ７００ ５９ １６０ １２１ ７６ ５７０ ３１５ ５５ 分流式 標準活性汚泥法

針尾jmH里区 １５０ １５０ １００ ３８ ３８ １００ ２ ２ １００ 分流式 標準活性汚泥法

計 ８ ９ 0１２ １ ， ８５０ ６１ １９８ １５９ ８０ ５７２ ８１７ ５５

排水区 排水面積

計1重面積
魁
整備面債

ｈａ
整備率

％

雨水渠延長

:十１国歴長
ｋ、

整i離堕長
ｋ、

整備率
％

排zにi7i去

八幡他１９排Zk区 ９４７ ３４８ ３７ ４１ １５ ３７ 分流式



Ｓ１藝霊『皇三うえｋ三重Ｅ

本市の地勢は一山からすぐ海に臨んでおり、平坦地に乏しく、地形的に給水条件の劣悪な環境下にあります。

したがって、当面、給水の困難な農山村等における水道の普及を図るため、年次計画により簡易水道の整備を

進めています。

本市の簡易水道事業については

(１）現在、］LＳか所の簡易水道（別表工のとおり）を設置しております。管理運営については、設置者であ

る市長から水道事業管理者が事務委任されており、特別会計方式を採用し、料金収入と一般会計からの繰

入金により賄われています。

(2)料金徴収等の実際上の維持管理業務については、それぞれの簡易水道の利用者に組合を組織していただ

いて委託しています。

(３）上記１ｓか所以外に、民営簡易水道等が別表２のとおり１ｓか所あり、地元において運営されています。

；

５
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〔易Ｈ三隻ユ＞

平成７年９月末現潅

施設名 １

針尾東

２

江上

３

枚の地

４

白仁田

５

黒島本村

６

田代

７

１鳳藁ホ園

８

赤木 上４場|東\岳
１１

平松

１２

ビホ戸￥田

１３

Ｔ\FM8

単位
項目

合計

昭和

40年４月

昭和

48年11愚

昭和

51年４月

昭和

53年４月

昭和

55年４月

昭和

59年４月

昭和

62年４月

昭和

63年４月

平成

３年４月

平成

３年５月

平成

５年１月

平成

６年５月

平成

７年５月

供用開始.年月

計画１Ｂ最大給水量
凸

■￣

１０９
㎡ 100 160.5 3０ 4０ 4０ 3０ 2４ 64.2 7０ ２６．３ 92.5 4８ 884.5

計画lA1R最大給水量 ‘ 150 250 150 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 2,800

」

絵水 戸 数 109Ｐ 140 4６ 4９ 4８ 3１ 3６ 3５ 5５ 2３ 6７ 8３ 4３ 765

給水人口 人 341 504 190 189 145 114 131 255 263 103 276 368
咄

148 3,027

（

基本料金

円 700 1,100 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2.000
(１０㎡まで） ：

超過料金

円 7０ 110 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
（１㎡ごと）

、▲

６



民営水道施設の給水戸数及び人口（別表２）

，

凸

ｕ
Ｆ■

７

水道施設名 給水
￣

戸 数 給水人口

宮簡易水道 ７５４ ２ ， ８６５

宮津専用水 道 ９７ ３５３

十文野専用水道 ５５ １９２

野中専用水道 １６４

面

５８５

三本木専用水道 ３８ １６４

瀬道飲料水供給施設 ２３ ９８

高花飲料水供給施設 ２５ ９５

小)11内第一飲料水供給施設 １２ ６０

小川内第二飲料水供給施設 ２４ ８０

山住飲料水供給施設 ３２ ９７

楠木飲料水供給施設 ５０ ２１０

烏帽子飲料水供給施設 ２７ １０８

戸ヶ倉飲料水供給施設 ８ ２４

合 計
已缶

１ ， ３０９ ４ ， ９３１



鷺Ⅲ給水制限に至‐た原因 また、広田浄水場の場合も、同時期の降雨量は、２７３．１画で平

均降雨量に対し２８．３％という厳しい状況でありました。

Ⅲ

Ⅱ
小

：１兼合う２ｋ常信[I区良の原巨回

；(1)給水制限に至った鶴としては、「上水道の現況jで述べたとおり
霞慢性的な水不足があります。さらに言えば長期にわたって雨が降ら趣 (4)このような状iFHの中、Ⅱ1棚川の水量も減少し、７月１１日に川綱Ｗ

からの取水がストヅプしたため、南部水系に必要な原水をすべて下⑬

原ダムから取水したことにより貯水量が急激に減少し、まず８月１葛

から南部水系が給水制限に入りました。

その後も、高温少雨傾向は続き、９月６日には北部水系も給水鐡膜

に入り、ここに全市的な総zk制限実施に至ったものであります。

：ければ給水制限を実施せざるを得ないという危機が構造的にあったと

：言えます。

(2)前回は昭和５３年に北部水系で１０日間（６日間隔日給Zk、４日間

隔日５時間給Zk）にわたる厳しい給水制限を実施しました。この際

北部水系の貯水率はわずか９．８％となっていたた功、１週間後には

更に厳しい、３日に５時間給水を計画していました。

ところが１１日目に３３８麺（年間平均降雨量約２，１００麺の

１６％）という豪雨が幸いし、一挙に給水制限を解除することができ

ました。

その後も､昭和５７年､昭和５９年､昭和６０年、昭和６１年､平

成元年、平成4年と何回となく給水制限の危機に直面しましたが、実

施予定寸前でその都度恵みの雨に助けられ、辛うじて昭和５３年以降

は給水制限の実施という最悪の事態だけは避けてこられました。

●

？

(3)しかし、平成６年は、７月１日と&､う早い梅雨明けと、高温少雨の

日々が続き、未曾有の異常渇水に見舞われることになりました。

すなわち、過去３０年間の７月から１２月までの平均降雨量９６６．

７mmに対し、山の田浄水場における平成６年７月から１２月までの降

雨量は、２８０麺となっており、平均降雨量の２９％に過ぎませんで

した。

＆
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劃

月月

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月１７月 ８月１９月 １０月 １１月’１２月 計
年年

昭和52年

２２．７

昭和59年

43.0

昭和48年

４３．５

昭和46年

３２．５

昭和53年

43.0

昭和57年

５６．０

昭和53年

５２．５

昭和49年

３１．５

昭和42年

２４．６

平成３年

１３．０

昭和46年

９．８

昭和62年

19.0
25年最低降雨量

30年平均降雨量 76.0 83.0 120.4 180.8 189.5 312.3 827.1 188.1 187.6 103.7 95.7 64.5 1928.7

平成４年 134.0 91.0 248.0 231.0 130.0 160.0- 169.0 327.0 129.0 35.0 97.0 87.0 1838.0

平成５年 38.0 87.0 119.0 193.0 167.0 461.0 436.0 730.3 274.0 51.0 177.0 49.0 2782.3

70.0 85.0 59.0 237.0 177.0 271.0 87.0 25.0 80.0 27.0 36.0 75.0 1179.0

平成６年

52.0 74.0 49.0 242.5 144.0 239.5 9.7 78.0 70.0 28.5 20.5 65.5 1073.2

59.0 83.0 87.0 191.0 242.0 193.0 539.0 246.0 387.0 38.0 51.0

11/2３

３５．５

平成７年 Ｆ

34.0 30.5 57.0 174.2 210.7 198.1 508.1 148.5 292.5 32.9

、
、
０
〃
字
●
■
■
●

注
１
２
一
辺
。
４

グ
ロ
日
Ⅱ
、

； 25年最低降雨量は、山の田浄水場で測定したもので、過去２５年間の最低値（昭和42年～平成５年）

30年平均降雨量は、佐世保測候所で測定したもので、過去３０年間の平均値（昭和36年～平成２年）
各年度の降雨量は、山の田浄水場で測定した数値。

平成６，７年度の降雨量は、上段は山の田浄水場で測定した数値、下段は広田浄水場で測定した数値。
⑨；
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肥シ■ト

Ｃ

d

ﾄ４

，１

；

糸合ズド帯U腰良｡、総軍h三tと景三糧県

種ヨズに女寸貧乏系至云圖 ＮｂＬ１

１２

期 日 経過内容 南部・北部水系の貯水量及び貯水率

平成６年７月１１日

０

■己

７月１４日

７月１８日

７月２５日
■■Ｔヨロロ■－■●●勺●－■●－の●●●●⑪￣￣■●￣▲中の■

８月１日

■Ｃｃの①凸の●●●－－｡｡●一江－１－－－－－▲●●｡｡●●｡ｑ
●

８月７日

８月２２日

８月２４日

８月２６日

ﾉ[|棚川の流水量が減り、日量１５ 、 ０００㎡の取水停止となる。

佐世保市水道局渇水対策本部を設置

市内一円を対象に節水広報活動を開始

主なものとして①広報宣伝車による節水広報

、
②大口需要者への節水協力依頼（対象５００件・月３００㎡以上）

③節水チラシの新聞折り込み（９６ , ９５０枚）

④市内全町内会へ節水呼びかけ協力依頼（４５３町内会）

⑤航空機による節水広報

佐世保市渇水対策本部を設置
●ウヰロ●の●●凸●●￣－●■￣ＣのＣｓＰ－－－⑪巴●｡●●●■一己●－●－－●■■－□－－－￣ロー●。｡●￣■－ ￣｡ ■－ｓ二つ●＝●●｡￣●●●

佐世保市南部水系の第１次給水制限実施
５

｡

◆

●の●の－－ｓ●わ￣●▲￣▲●￣●￣ｃＤｃｃＣ●Ｓｃ■●十二１￣▲－ず一七一■十一旧一一印可－，－－－■,■■▲￣－｡▲の■￣●■

Ａ・Ｂ２ブロック制、１日１０時間給水（14:00
●●し￣Ｕ■■●￣Ｃ●●の、｡Ｃ■Ｃｅ□Ｕ■●■■■ｍ－Ｃ－￣■￣￣－－－■－－ウー■■●－ｍ‐■■－－■－－■■■■■－－－－－●●●｡●■巳■｡■－℃－－

佐世保市南部水系の第２次給水制限実施

Ａ・Ｂ２ブロック制、１日５時間給水（10:00

6時間給水（14:0０

←､ゴ

←－

戸～

■￣

24:００，０:00～10:00）
￣●●ｃｃ

毎

￣

〒

●●￣●□･ロロ￣□●●－●Ｓ①■●■●●■●－ご●｡●●￣■￣●■⑰ロ●■

15:00）

20:００）
'●■Ｃ■●●。￣｡①｡Ｂ●￣の●●凸の｡●●■ロ甲●｡●●●ｂＣＣＱ－Ｑ－￣●･－のロロ古●●■■－●■●･勺ＣＱＣＣ－●｡－｡｡▲Ｃの●●･●■ｃｏｏの■Ｃ￣こ￣￣￣￣￣￣￣￣￣｡Ｃ●●－－●のＣ●■●■－■ＳＣＣ｡－矼=凸一一■－－■一己＿－■－矼二■●●●凸ｃｑ

北部水系から南部水系へのトラックによる陸送開始

〔浄水〕山の田・大野浄水場

〔原水〕菰田ダム
七

→

－矛 広田浄水場

下の原ダム・小森川ﾎﾟﾝﾌﾟ所

佐世保市南部水系の第３次給水制限実施

Ａ・Ｂ２ブロック制、隔日５時間給水（15:00 宍￣ 20:00）

佐世保市南部水系の第３次給水制限内容変更

Ａ・Ｂ２ブロック制、１日３時間給水（10:00

4時間給水（16:00

ﾆｰ

ﾁﾞ■■

18:00）

20:00）

南部1,009千㎡(76.5%）

南部921千㎡(69.8%）

南部805千㎡(61.0%）

南部638千､f(48.4%）

南部584千㎡(44.3%）

、■●□●わ□●の●の｡｡■￣●｡①●■●○勺●Ｂ■●｡－●■午●■－－－－ｓ

南部524千㎡(39.7%）

Ｄ－－Ｃ￣の￣ＣＣＣ●●●｡●ＣＯ■●●Ｇ●●－－●●－｡－●●－わ●●●わ■

南部244千㎡(18.5%）

南部207千㎡(15.7%）

南部179千㎡(13.6%）

北部Ｍ23千㎡(85.鰯）
ｓロ■■￣①ｓ￣｡｡■■●●の●●の●●■Ｃｃ－▲■－■心●ｃＤ－■ロ｡－－１

北部3,496千㎡(82.鶏）
●ｃｃ■■ロー■■Ｕ■●■ヰーヰ｡●⑤●●●ＰＣ■、｡■－－■Ⅱ■－■－■午勺｡Ⅱ

北部3,305千㎡(77.瀞）

■印一｡ＰＣ●｡￣■白の■■●■■ ｡■｡ＣｃｐｅｅＣ■■■￣￣■■￣■￣＝■￣￣■■

--

北部2,883千㎡(67.7%）

北部2,714千z[i(63.7%）

●●ＣＳＰ●｡●●￣□●｡￣￣◆■●｡●■⑰●●‐｡●￣－口□●っ■■■Ｌ－Ｄｄ

北部2,431千㎡(57.1%）

●■■■｡■の◆■●ロＳ●●■■－－－－■■■■■■－－■■－■＝＝■＿＿トー■＿■＿－，－■■Ｉ

北部1,851千㎡(43.4%）
マ

ヂ

●￣■●●■凸＝￣－＝一一七■■－■■■－－■=＝－■■■■－－－■－■■■■＝＝－■■■■

北部1,760千㎡(41.3%）

￣

｝匹二.－ローーーローゥ■Ｌニー■■■■－Ｕ■■■□＿■■■＿■－－，■■■■＝ＣＤ■●●■

北部1,684千㎡(39.5%）



Nｎ２

南部・北部水系の貯水量及び貯水率LＬ内 容経 週日

－－－－－…………－－－－－－…－－－－－|富琵…1空壬j9iWl…降雨により、川棚川から取水再開（南部地区５３ｍ）平成６年８月２７日
．■・ロー甲占●■●●●｡●￣●~■￣凸●●●■■■ローロ゛●

９月１日

■■＝□￣●●￣●￣●午一○￣d■￣U■￣●●￣￣●■■-■￣■￣￣

９月６日

■■●●●●Ｐ⑤－■一己■－■●｡ｐ●ｃＣｍＣ●￣⑤の■￣￣￣

９月８日
｡■■ロー●－争○￣￣●￣○一■－－－－口－●●■●■■●●●

９月１５日

６

一一一一Ⅱ■■ロロ￣●●■￣□●●●中一●●●￣￣￣■￣■￣￣■

９月１９日

二世篭
１ｓ



：

●
の

▲

８胸

Ｉ

４１

！

期日 経過内容 南部・北部水系の貯水量及び貯水率

平成６年12月１０日

12月２２日

12月３１日

平成７年１月４日

｡

２月４日
□▲￣￣￣■■■■－■＝｡￣●Ｐ■￣￣￣￣●●●－－－－－－■■＝

３月６日

’七つ●－－口一■ＤＣ｡●ＤＣ■￣￣￣￣■■■■--■■■￣■￣￣￣■■
●

３月１５日
Ｂ●亡ニコーーーーロ￣●の●●の￣｡■￣●■｡￣￣￣￣￣￣■￣■

３月２８日

４月２５日

４月２８日

東彼杵町（東彼杵工区）より支援水輸送開始（陸上輸送および海上輸送）

年末年始の給水制限一時解除を発表（12月31日～翌年１月３日制限解除）

が

■●■｡●●中●●●●●￣■｡●Ｃ■の●。

i●▲ローロ凸■■⑪●￣■●⑤□②｡●ロニー●●●－■●■■｡●●■ＩＣＣ￣●●●■１１■●●●￣■■●･□ロロ￣●●￣￣●。￣⑤￣■こ■￣■Ｕ■■■￣￣￣凸●山■￣￣■●￣Ｄ■￣■□■中■－．－の中ロロ●●□■□■ｃ□の●●●●｡■●□￣●￣●●●●凸｡●●●●●●●●●●ｑ

年末年始の給水制限一時解除（12月31日～翌年１月３日毎日給水）
I￣－－－￣－￣￣■￣凸一●■●●合●■￣■●ｐｓ－●●●●●

■

か

給水制限の再開

ＣＧ●－＝－●■●｡｡■Ｃ●－●ＳＣＣ●●守凸｡●－■●ウウー－－－Ｑの■●●●ｃｃ●●●｡●●■■●■●●■凸●Ｔ＝仁＝１－●のロー■●一宇－･ロ一宇字①Ｇ■●凸●●｡■●●■●●ＣＳＣ●￣⑤●￣字●●￣■■

Ａ・Ｂ２ブロック制、１日５時間給水（10:00

6時間給水（15:00

～

Ｆ､げ

15:00）

21:00）

川谷ダムの貯水率の低下を防ぐため、三本木取水場から柚木浄水場までの送水開始
ロー正＝－■■■■－－－ｑ■■●－－凸Ｕ■－▲■P■－■－■－－１■－の一一■Ｃ●●●●●●■■－●－－－●－●●凸Ⅱ='●●ＣＣＣＣＣＣＣ●●■●午○一●－■●■■■＿古●●●Ｃ●●●凸●●●●■●●■●■●￣■●■■・■の｡●－－■￣●宇一■Ⅱ■￣七■■■●●凸Ｃｃｃｃｃ●●￣ｑ

土

給水制限方法の緩和
分

止水栓減圧方式に変更のため水量調整を開始（３月６日～３月12日）

止水栓開閉業務町内会委託終了

各団体等からの水輸送を中止（ただし、佐々川の支援水は継続中）
ﾛﾛﾛ,－－－■－■①｡■■■｡■凸の－－■－－－面■－－－－■｡一一■－■-,■■－百-－－口｡●凸－－■■■■●■－●■ロー■－■■P●●■－●ｐｂの｡●■‐B□■■￣中■■■■￣■■￣ロー￣■●●●~｡●■｡⑤●●●￣●￣ﾛ■■●●■●●●■●●いら●句一■●￣■■■。

３月定例市議会において「支援水に対する感謝決議」を行う

給水制限の全面解除を決定（２６日から３日間で止水栓完全開放）
佐世保市渇水対策本部・佐世保市水道局渇水対策本部の解散

止水栓開栓作業終了
■｡■匂●■｡■■■■■■Ⅱ■￣

■Ｐ

■①■■●凸｡●●のの●●●Ｐ■＆■の●ＣＣＣ■●●■●￣●●Ｃ●⑪Ｕ●●与一■￣一○￣字■巳｡■●●●の■宇与一一■■￣らロー■￣＝の■●の●■￣凸｡■｡■￣●●●□■●■●■ロロ￣●●□￣■￣■●●●￣￣￣●●｡￣￣＝＆●●■■●●｡●■

p

中

南部274千㎡(20.7%）

南部370千､((28.1%）
Ｂ■●■●■●●●●●●●■●己●●■●●｡●ＣＣＣ｡●●●勺一●中●｡￣￣￣

南部373千㎡(28.2%）

南部401千㎡(30.4%）

南部524千㎡(39.7%）

南部612千㎡(46.4%）

南部684千㎡(51.9%）

南部673千㎡(51.0%）

南部916千㎡(69.5%）

南部941千㎡(71.8%）
I●■=●－●■＝●●●●■－■●■}●●－■■□■－■－の⑤■■●●句ＰＳ●●

北部1,446千㎡(33.9%）
、ＣＣＣ●●■￣■■■ＰＣ●●■●●■●●■●●￣￣●●●￣●￣①●－－－●，

北部1,531千㎡(85.9%）
p●■■●￣￣●￣｡｡●●ＣＣｃＣ●●●●￣●●●わ●●●■■＝－①ＳＣＣ□」

北部1,494千㎡(35.1%）
ﾛロ●●●ら●●合一ｃ－ｂ･●￣■■｡□●●■■■●●■－■■■■■｡￣ＣＣＩ

北部1,497千㎡(351%）
￣ザ．｡､りふ字
●

■●●●●□ロー●￣⑤￣●●Ｃ￣の●の●●●●￣●●●■Ｓ■Ｃ●■●■●－－１

北部1,580千㎡(37.1%）

北部1,695千㎡(89.8%）

■ロロー■●■￣｡●■￣￣勺一●￣＆●●●●●●￣●●｡￣￣￣■｡－つ｡●●

北部1,881千㎡(44.2%）

北部1,880千㎡(44.1%）

北部2,803千㎡(65.8%）

--.--.-.＃.．..．､－．－．．．． ●●￣■●ロ■■■●｡Ｓ一■●

北部2,897千㎡(68.0%）
○Ｐｂ￣･●ｐ●●①■■－わ■■百一ローﾛ■■ロー●－Ⅱ■■Ｉ■－ロー－■U▲ごと■



！ 燕合うＥｋ帯Ⅲ旧良豐塞。晦ＰＲヨ溶旦

給水制限の方法 平均配水量 節水率実施期日実施区分平均配水量 節水率 地区給水制限の方法実施期日実施区分区

Ｔ

１日侮日）１０時間給2ｋ

給水時間１４:00~盤:00

”⑪00～10800

■や由

平成6年８月１日（月）

～８月６日（士）

６日間

鏑11蝿給水

制限 25,781㎡ 18.0％

１日晦日）５時間または６時間給水

絵,k時間10800～15:00(鋤

”14:００～2ＭO(6ｍ

…
１

日
ロ
Ｐ 平成6年８月？日（日）

～８月23日｡k）

１７日間

第２次給水

制限 鍋,751㎡ 鰹４％

jU1蕊lLlHImmDullL鷺’
北部水系

55.400世帯

15Ｍ００人

南部水系

32000世帯

81%100人
１日晦日）１０時間給水

給水時間１４:00~鼬:００

”⑩00～10:00

平成6年９月６日ＣＩＯ

～９月18日（日）

１８日間

第１１次給水

制限

第１１次給水

制限 蛾919㎡ 23.5％

１日晦日）５時間または6時澗給水

絵｡k時間10800~15:００(5ｍ

”１験00～21:CO(餌）

第21k給水

鯛鵬

第21k給水

鯛鵬

平成6年９月19日（日）

～1明3o日（金）

103日間

１日悔日）５時間または6時間給水

絵2k時閥10:00～15;00(5ｍ

〃１５:00～21:00(6m

平成6年９月15日㈱

～1明30日（金、

107日間

給水制限

緩和
41,糊㎡ 27.0％21,603㎡ 80.5％

平成6年12月31日（士）

平成7年１月３日Ｃｌ。

４日間

終日給水給水制限

一時解除

給水制限

一時解除鯛濡嘉|終淵 48.822㎡１１Ｍ％240108㎡ 17.3％ '３

旧侮日）５時間または6時間職ｋ

給切k時間l08oo～１Ｍo(51,

”１５:00～21:00(躯）

平成7年１月４日ＣＩＯ

～３月５日（日）

６１日間

第２吹給氷

制限再開

第２吹給氷

制限再開

１日晦日）５時間または6時間給水

給水時間10:CO~15800(51,

〃１５:00～21:00(6ｍ

軍

平成7年１月４日ＣＩＯ

～３月５日（日）

６１日間

給水制限

再閉
２０．５％41,924㎡2Ｍ０６㎡１２Ｍ％

域
迎
宗
饒
拍
缶
揮

減圧方式(水逼調整)iごよる終日給水平成7年３月６日（月）

～４月閲日Ｃｋ）

５１日間

給水制

緩

給水制限

緩和卿奎i:鵯|………跡
Hこし！

蛾966㎡１１Ｍ％16.1％25.179㎡

１５



Ｓ－１＝ズに三首一～｡、景二薯讐§

(1)下水道使用料金の減少

平成６年８月からの給水制限及び節水のため使用水量が減少し、それに伴い下水道使用料は減収になりました。平成７年４月
２６日の給水制限全面解除後も、市民に節水意識が浸透しており、平年に比べ平成７年度は使用水量減が予想されるため下水道
使用料も少なくなるものと思われます。

！

(2)未水洗家屋への普及促進活動の停止

平成６年８月からの給水制限により未水洗家屋への普及促進活動を同月から一時停止しました。平成７年６月から普及促進活
動を再開しましたが、水に対する住民の不安もあり普及促進活動に支障をきたしています。

(3)水洗便所への改良件数減

給水制限実施により、くみとり便所から水洗便所へ改良する世帯が減少しました。

(4)維持管理費予算の削減

給水制限及び節水により下水道便.用料が著しく減収しました。下水道使用料が財源である維持管理費の予算に影響が出たため、
緊急性のあるものを除き、修繕、調査委託、台帳整備の一部につき次年度以降に先送りをしました。

;

１６Hf#1号-．

平成５年度 平成６年度 対前年度増減額 対前年度比

下水道使用水量 １０ 、 ０２４ 』 ７２４㎡ ９ 、 ２２０ 、 ４６１㎡ △８０４ $ ２６３㎡ ９１．９８％

下水道使用料 １ P ３１３ P ３４１千円 １ 、 １８２ , ４５６千円 △１３０ 、 ８８５千円 ９０．０３％

平成５年度 平成６年度 対前年度増減 対前年度比 備考
‐

Ｐ

水洗便所改良件数 ７８２件 ６１７件 △１６５件 ７８．９０％



４ｆＥ射豊ﾖﾌﾋﾟｋ戈遣雪Ｅ－～ＣＤ量夛護摩

渇水の影響を受けた簡易水道

；

１７
蝋

簡易水道名
給水人口

(給水戸数）

水源の種類 給水制限の方法 期間 対応

江上簡易水道

針尾東簡易水道

Ｄｑ－－卜●■●●■●●中ｃｃ■■七つ●●凸■■ロロロ山●つつ●●ロウロロ■中甲

赤木簡易水道

４９５人

(１３８戸）

●

３５０人

(１１２戸）

２５５人

（３５戸）

湧水

深井戸

表流水

■■●｡■⑤ご＝■ Ｃ●●■ロロＣＣＧ

●

深井戸

甲｡●●●●。￣￣Ｄｃｄ

給水時間

6時～２０時（l4hl鉢）

１７時～２１時（4hIAｵｩ

１８時～２１時（3hl雛）

１２時～２１時（9hMﾎ）

終・日給水

１２時～２０時（8h1MO

終日給水（i鵬ﾛ｡

P■●甲●■‐●●巳巾ＤＣｆｐｐＤＣＣＣＣ●ＤＣｐｅＣＧＣＣＣ●Ｃｅ●ＣＣＣ甲●

終日給水

(減圧籍７i(）

ＣＣＣＳ

ｐ

Ｃｅ｡●ｐＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ｡●｡●■●●●ＳＣＣ●I

●Ｃ０Ｃ印｡■ＣＣＣＣＵＣＣｃｃＳＣ●●台佇●●●●●●の●■●▲凸ｃｃ■Ｇ●●●｡●凸■●山Ｃｃ０ＤＯ●屯の●ゥ●●●合ｂ●●●●●●●Ｂ■Ｃｌ

節水ＰＲ

Ⅱ6.8.8咽6.1Ｍ（６２日間）

Ⅱ6.10.9咽6.11.15（３８日間）

Ⅱ6.11.1Ｎ16.12.27（４２日間）

E6.12.28（１日間）

Ⅱ6.12.29個7.1.4（７日間）

Ⅱ7.1.5へ1m7.3.15（７０日間）

Ⅱ7.3.1Ｍ7．５．１５（６１日間）

￣か｡●●｡■古■－－－■－口■－－■■■■■●■－●－－｡■●●●ＣＱ■Ｂ－ＣｏＣＣＣＣ●●●ﾛロＣＣｏｃＤ■●●。●●ＤＢ■ｃ●●ﾛ■ニーニ■ひＯＧ●征＝二ｂＧＣ●●い－ＣＣＧ。｡◆ｐ□

Ｈ６．１２．２８～Ｈ７．３．１５

Ｈ７．４．１～Ｈ７．５．３１

ｌじゅ甲一■早早｡￣ｃｃ●ＢＧ●■ｃｂｏＣ●●●･￣■■■■■－－己■ｕ－－Ｃ■h■■●■■■｡■,■■－勺■-＝●ＢＣ■にニーニーｅ●○ニーニ==三百二二●■●●正百二＝,、■●⑤の●｡■｡ｐ●●■

上水道から、５０㎡／日の分水を受け

減圧給水く６１／分＞

(分水期間６１日間）

(分ﾌﾟﾘd篭量３，５９１㎡）

ｐＣＢＰＳＣ｡⑤●｡早●●｡￣甲◆●●の｡●巳●｡●●●●●ｃＣＣ◆●●の｡｡●◆｡｡‐Ｓ○句｡●●￣￣●●｡□●●Ｆ己汀一===■●I＝ニニニニニニニュー

原水のトラック擬送

(搬送期間５６日間）

(搬送量２，０３４㎡）

原水のトラックliH送

(搬送期間６１日間）

(搬送量１ 、 ９５２，F）

ｂＢ■Ｂ○℃■｡＄●ｏＳｂＧの巾ロロロＧ■■ＢｃＣ｡◆●■Ｓ５ｃＣＣＳＣＣＧ■ＤＣ由凸'－－百百--百ﾆーーーーニニニニニーニニニニニ Ｏ●▲●●●●●甲＝＝＝＝。●セニニー＿＿＿

深井戸の水位が低下したためＨ７．４．

２８に水中ポンプの取水位置変更
●

(７ 、 降下）



1F二三筆j千二二二三 NｂＬ１

業 容 事業費事業名 事 内の 傭 者
EC｡

貯水池の枯渇を避けるため、原水及び浄水を11ﾄﾝﾄﾗｯｸ及び21ﾄﾝﾄﾚｰﾗｰなどで、輸送しま

した。

，これは、川棚町、西彼町などの市町、民間からの支援水を関係者の協力を得て、貯水池

に注水したもので、また、貯水池間の水輸送も行いました。

（北部水系から南部水系など）

水の陸上輸送 1,616,184千円

(灘用ﾀﾝｸ:蝋鎗（１）

輸送量

487,176㎡

……'た讓夢讓麓縦騏鶏:i肋…貯水池に剛
914,005千円 輸送量

153,476㎡

！凸中■
■■

の。－．一・一・・■－．－・■凸■■■■・心●・●｡●●●●●－●●￣－■■●、－－ｃ■●゛●●●・●●－－●－■●ｑ●■●●●－ｃ－￣●●●●ロー中●｡●の●●の●■ｃャ●ここ－￣●●□■中一●■＝■■●￣■ｐｐ－Ｐ￣｡■●￣．｡￣￣■■￣■■．￣￣￣￣￣￣●■●￣●￣一宇■①●■●①｡●■●■●●●－■－■－－－－－■－－－－．．勺・・・

川棚川仮設繩布設ﾄﾞ瀞劉裟騨鰯慧鯛圭:：６□

．(工事期間平成６年８月26日～９月８日送Zk管延長3,072.4ｍ）

１発174,026千円 送水量

62,952㎡

！ ５

北松四町（世知原町、吉井町、佐々町、小佐々町）の協力を得て、佐々川下流からの取

水を承諾していただき、導水管で菰田水源地まで多量の支援水を送水しました。

（送水期間平成６年９月20日～平成７年５月２日）

佐々川からの支援水の

取水

56,052千円 送水量

2,245,472㎡

；
！ １ｓ



Ｉ Nｕ２

③

1９

￣

事 業名 事業の内容 事業贄備考

￣

相浦川仮設送水管布設

J卜

●

平成６年１１月上旬時点で川谷ダムの貯水率が１０％を下回る事態になり、ダムの枯渇

を防ぐための緊急対策として、仮設送水管を布設し相補取水場（相浦川）から補水しまし

た。
｡｡'声

具体的には次のとおりです。

川谷ダムの水は、大野浄水場と柚木浄水場へ送られています。

一方、相浦取水場の原水は、菰田ダムから大野・山の田浄水場への導水路線に注水され

ます｡

しかし、導水管の送水能力に限界があるため、貯水量に余裕があった菰田ダムの水をこ
０

の導水管で送り、相浦取水場からは別ルートで仮設送水管を布設し、四条橋ポンプ場を経

て大野浄水場へ送水することにより、川谷ダムからの取水量を減らし枯渇を防ぎました。

(工事期間平成６年11月30日～12月13日送水管延長3,195.4ｍ）

114,271千円 送水量

748,699㎡

三本木取水場 上記と同様に、川谷ダムの枯渇を防ぐため、三本木取水場にポンプを設置し、柚木浄水

場へ送水しました。
￣

すなわち、柚木浄水場で取水する原水は、通常川谷ダムからのみとなっていますが、川

谷ダムの枯渇を防ぐため、本来、大野浄水場へ導水している三本木取水場の原水を柚木浄

水場へ導水するポンプ設置し管を布設しました。

(工事期間平成７年１月23日～２月６日）
◆

9,596千円 送水量

283,225㎡



#畠ﾌﾋﾟ代にイ半う三三弐震えｋ＝亭ＣＤ膳垂鎧筐一躍重量言Ｅ
●

○自治体からの支援水

２１ｔ車

３
７
８
２
５
０
５
４
７
５
５

１
２
８
９
８
１
１
１
１
２

１

’
伊佐ノ補ダム

４

４，８９９
⑲

Ｉ
Ｏ公共施設、民間等からの支援水

７
５
９
１
９
８
１
４
３

９
０
１

３
１
９
３

１

副liiﾃｸﾉﾊﾟｰﾀ、M6ﾀﾞム江上町東明中学校

きくやデパート跡

藤原町川原邸

下の原ダム、川谷ダム

大村ペプシコーラ

６２９

２０

市町名 取水場所 注水先 期間 日数 数選（㎡） 延台数 車種 備考

平戸市 平戸浄水場 下:の原ダム ８／２８ 軒■ず 9／１７ １９ ６ 、 ３９２ １７８ ２１ｔ車 原水

佐々町 佐々川 川谷ダム ９／８ へ一 ９／２０ １３ ３
○

心 ２６４ ５１ Jけ ”

西海町 伊佐ノ浦ダム 亘舶ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ１Ｗム ９／５ ヘゴ １０／２０ ２７ ２７ ０ ９９０ ５０６ １１ｔ車 ”

西彼町 柚子川 ”” １０／２６ "～ 3／６ ８８ ６４ 、 ４６７ １ 、 １４４ ” ”

波佐見町 湯無田 〃” ９／２ へ￣ １２／１０ ９２ ４ ｐ ８４２ ９３ ” 浄水

jll棚町 川棚川山道堰 ”” ９／７ へ少 3／１５ ８５ ８５ 、 ７９７ １ 、 ３１４ ” 原水

東彼杵町 北圏産業外 ”” ９／７ 宍￣ 3／１５ １］し０ ５１，５４１ １ 、 ０４７ 11蝉､21tポ 例Ｐ

島原市 島原新港外

．
〃

８／２６ デー ９／９ １５ ２ ９ ４３１ １００ ２１ｔ車 浄水

深江町 深江地下水 ” ８／２７ 宍一 ８／３０ ４ ７３１ ４３ ｲゲ 原水

千々石町 千々石地下水 ” ８／３０ へ‐ ９／１７ １７ ３ ウ ７０６ １６７ ” Jけ

小浜町 小浜埋立地 ” ８／３０ へ＝ 9／１３ １５ ４ 、 ３１８ １４０ ” 浄水

吉井町 吉井町賄ﾅｶﾉ(#） 川谷ダム １２／１２～１／１０ ２５ ６ ■ １０２ １１６ １１ｔ車 原水

計 □ ５１０ ２６１ 、 ５８１ ４ ｐ ８９９

名称 取水場所 注水先 期間 日数 数量（㎡） 延台数 車種 繍考

東明中学校 江上町 三Mｶﾃﾀﾉﾊﾟｰﾀ、M6ﾀﾞム ８／２８ へ‐ １２／１０ ９７ ５ Ｐ ２１１ ９８ １１ｔ車 原水

いでゆ荘 広田町 Jザ” ８／３０～１２／２６ １０５ １１ 、 ８３．５ １８１ ” J〃

ザンビア佐世保 崎岡町 ” １２／１ 宍一 １２／２６ １９ ２ 、 ６３７ ３８ Jけ

2

Jｒ

米海軍佐世保基地 平瀬町 )11谷ダム １２／１９ １ １８９ ７ ” 浄水

信幾不動産（有） きくやデパート跡 下の原ダム ８／３１ Ｐ■沙 １０／８ ３９ ８９４ ７８ ４．５ｔ車 原水

川原石油（株） 藤原町ⅡI原邸 三川内テクノパーク １１／１８ へ‐ １２／２６ １８ ７１１ １８ １１ｔ車 ”

(株）鐙原 竹辺町 下の原ダム、川谷ダム ８／２５ デー １／７ ９１ ２ P １９８ １００ 5蝉､11t章 H１

食品流通団地協同組合 大塔町 三川内テクノパーク ２／３ ごヘジ ３／１５ ３４ ６ 、 ５８８ １０２ １１ｔ車 ”

西日本かなえ（株） 大村ペプシコーラ 三)Ⅱ内テクノパーク ９／１４ Ｐ■ザ ９／１７ ３ ２２１ ７ ２１ｔ車 浄水

計 ４０７ ３０ ■ ４８４ ６２９



印

○港（海上輸送支援水、管送水は藤く゜）からの睦送

１１tM1t鼠７７２

７，４５８１０４１１ｔ車

１３４

Ｐ

Ｏ北部水系から南部水系`へ水運搬

１１ｔ車３６２

２３５１１ｔ車

３９９t,10t&綱

”

Ｃ

⑩
′

ｉ
ｷﾄ

Ｏ北部水系から北部水系へ水運擬■

日数数量（㎡延台数

５９５９，０７６９２４１１ｔ車

○南部水系から南部水系へ水運搬

２３４１１ｔ車

□

４８７．１７６㎡８，１３９台（延べ）１０１０７日＝芝割愛Ｚｋ雪亭ＣＤＥ室這豊合芹言十了匿ヨズｋにニイ等皇う

２１
恩

取水場所 注水先 期間 日数 数量（㎡） 延台数 車種 億 者

長崎市１１１棚港、浦頭港 三川内テクノパーク 9／９ へ弓 １０／２]Ｌ ３７ ７６ ｐ ９００ ７７２ 11t箪､21t富 浄水

田平町久吹ダムjI1棚港
” １２／９ ニー １２／１８ ７ ７ 、 ４５８ １０４ １１ｔ車 原水

11鞠1Ｗﾑ､競柵欄ｊⅡ棚港
Jゲ １２／１２ ヘジ １２／２８ ３ ６ 、 １６８ １３４ ” ”

計 ４７ ９０ 2 ５２６ １ ， 0１０

取水場所 注水先 期間 日数 数量（㎡） 廷台数 車種 衛．者
」

菰田ダム 下の原ダム ８／２７ ヂー ９／６ １１ ２１ Ｐ ３９３ ３６２ １１ｔ車 原水

？

大野・山の田浄水場 広田浄水場 ８／２２ ～ず ８／３１ １０ １９ ？ ８３６ ２３５ １１ｔ車 浄水

水道局横 小佐世保配水池 8／７ へザ ９／１５ ３９ １ オ ７４３ ３９ 9t･l0tiM(】!【 ”

水道局横 花高団地團水池 8／２４ ヘヴ 8／２６ ３ ３６０ ６ JbP ”

中部下水処理場 花高団地配水池 8／２７ ～
０

９／１２ １７ Ｌ９４３ ３１ 』' ”

計 ８０ ４５，２７５ ６７３

取水場所 注水先 期間 日数 数量（㎡） 延台数 車種 備考

菰田ダム 川谷jlム １０／２１ へ￣ １／１０ ５９ ､５９ ■ 0７６ ９２４ １１ｔ車 原水 」■
￣

取．水場所 注水先 期、間 日数 数量（㎡） 廷．台数

｡

軍糎 億 考

もみじが丘毘水池試験水 三lⅡ内テクノパーク １２／７～１２／１０ ４ ２３４ ４ １１ｔ車 浄水



Ｉ
支援水の海上_輸送一覧表

⑤

！
２２

市町名

６

期

■

間

輸送

実日数

輸送量 延隻数 輸送先

長崎市 ９月８日
Ｕ○

’■ジ １０月１９日 ３７ ８０，４００㎡ ６３

川棚港

浦頭ふ頭

田北平町 １２月５日～１月１０日
■

２７

Ｆ■~Ｓ

ｃ

５８ ，

丹

｡▲●

｡

６８５㎡ ４５ 川棚港

●

東彼杵町 １２月２３日 ヘジ ３月４日
●

■

、
‐

子

■

１４
凸

●

１９ ， ３９３㎡ ２５

●、

川棚港

合～計

■■

１５３ ， ４７８㎡

●●の

１３３



Ｉ ２」_'二二ﾌﾋｋﾌI全眉直匡I巨長i三簔矛宅Ｆ

Ｉ
(1)給水制限の方法としては、本管バルブ操作による時間給水、制限パッキンによる水

量調整など種々ありますが、本市における給水制限の方法は、当初から各家庭の止水

栓開閉による時間給水としました。

その理由は、

①南部水系におけるダムの減水が、７月から８月にかけて極めて急激であったこ

とから、本市の水の供給量を確実に減らせる方法を取らざるを得なかった。

②本管の仕切弁で閉めると、地形的に住宅が斜面に建っているため、給水時間に

なっても高台の広い地域で断水状態となり、この地域については、給水車による

拠点給水が必要となる。

③仕切弁操作は開閉に技術を要し、老朽管が多いため管破損することが予測され

ます。また、赤水が発生するため放水（捨て水）が多くなる。

④なお、制限パヅキンを行わなかった理由は次のとおり。

・節水効果の資料がなかったため。

・制限パッキン取付けに日時を要するため。

＆

色

２３



(2)このため、いわゆる人海戦術による止水栓の開閉作業となったため、多くの人員を

要し、また、多額の人件費等を要しました。

作業従事者は水道局職員、本庁市役所職員、管工事会社等の社員、臨時職員でした

が、最も多い時期は７００人近くになり（合計廷人員１０２，２２０人）、また、人

件費に係る経費は、１５億１，８９８万５，０００円に達しました。

(3)なお、給水制限が長期化することにより、市民生活及び経済活動など各方面に深刻

な影響を与えていることや、今後の降雨量と節水率の予測により、平成７年３月６日

（月）から、止水栓減圧給水方式に変更しました。

この方式は、蛇口から出る水量を通常より少量（６‘／分）にして、２４時間給水

としたものです。

。

③

9１

２４
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！
Ｓ田丁Ｆ勺会諄三雲言毛

(1)目的給水制限に伴う止水栓開閉業務を町内会、自治会並びに公民館に委託することにより、給水制限の長期化による市政執行停滞等を解消し、
行政サービスの確保を図ろため。

(2)方法
①止水栓開閉業務に係る事務を町内会等に委託し、町内会等の代表者と業務委託契約を締結しました。
②止水栓開閉業務は、代表者が推薦する方と水道局との間で労働契約を締結しました。

(3)賃金及び委託料
①作業従事者の賃金 （４）標準となる開閉作業時間帯

１人当たりの賃金は、受持ち止水栓数に次表に掲げる区分による１個
開閉業務単価を乗じた額としました。

が

②町内会等への委託料
町内会の止水栓総数に、１個当たりの開閉作業単価を乗じた額の

程度を支払いました。
８％

町内会委託実績(5)

(6) 事業費
事業費総額 １５７，３０５千円（賃金 １４４，８７９千円委託料１２，４２６千円）

○侭

給水時間帯
作業時間帯

開栓作業 閉栓作業

１０:００ ～ １５:0０ 8:3０ ヘヴ１０:00 １５:00 グー16:3０

１５:00 ヘゴ ２１:００ １３:３０ 宍一１５:00 ２１:0０ 戸一22:3０

地区の形態
止水栓１個当たりの
開閉作業単価

甲地区 家屋が密集している地域 ４５円

乙地区 家屋がやや散在する地域 円

丙地区 家屋が散在する地域 ６８円

１０月
(10/25～10/31）

１１月
(11／１～11/30）

１２月

(12／１～12/80） （１／４
1月
宍一 1/31） （２／１

2月
ヂー 2/28）

幻

（３／１
3月
Ｐ■ジ 3／６）

町内会数 2町内会 １３１町内会 １８５町内会 １９７町内会 １９８町内会 １９７町内会

延べﾒｰﾀｰ基数 745基 315,563基 817,005基 87Ｍ16基 934,675基 16Ｍ79基

１日当たりﾒｰﾀｰ基数 217基 20,135基 29,751基 32,627基 33,511基 33,101基

作業実働人員 3人 ５８８人 ８２３人 ９７２人 ９７５人 ８２９人
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４児童幸長ア舌童か
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６

⑪

Ｐ

： ２７

項目 内 容 期間 経費(千N）

新聞折り込みチラシ 節水ＰＲ、給水制限のお知らせ H－６－７．１９～Ⅱ､７．３．３０１６回 13,787

(1iiAHlI袷b）

広報宣伝車 ””

H､６．７．１９～Ⅱ､７．４．２８のべ745回 12.661

航空機 ””

Ⅱ､６．７．２１～H､6．９．１３１０回 1,398

ラジオスポット ””
参 Ⅱ､６．８．２０～H､７．５．７ 19,.640

町内会

(４０７町）

チラシ回覧、町内放送による節水呼び掛けと給水制限

のお知らせを依頼

H､６．７．２０～Ⅱ､7．３．３１１４回 1,381

(j【§顎翻）

テレピスポヅト 節水ＰＲ H､６．８．２０～Ⅱ､６．８．２９ 1,730

”

Jｒ

中■■ＢＣＣｃＧ▲●申●中の●●●[=ニニニニニニ----－.デー｡●●■ｐｂ＋Ｑｑ

●

ポスター作成・田布
●●､ＣＣＣ■■■｡●SBBbb土ｃｃ印もＯＧ●●ﾆｰﾆﾆﾆｰ、－．－＿

新聞広 ａ二
ロ

●■■●●、の●ＰＤＤ●①ＣＣＣｑｅｃ●｡●●Ｓ--- ●●■■■■･■■■■－■■■･■B■ＣＤ●●●ｑ
■

”

” 非常事態宣言に伴うもの
■￣～■－－■￣■■■■■U■■●●●Ｃ●Ｃ●●●●●●＄●･－ＰＰＯ二二e●白●●缶■

”

■■■￣Ｃ－Ｂ⑪Ｃ●◆●ＣＧＳ●ロロＣ■●●●●●ＰＳ｡●｡●●●●●●Ｓ中中●ＣＣＣ●▲●●ＣＣＧＵＧＧＱ■■「－＝=ニーニニニと=,-丁弓
｡

減圧給水に伴うもの
由･●■●◆⑩住Ｃ０Ｓ■￣●￣■古一■￣●、￣￣■い￣･●●●●Ｂ●●ロロの□●⑪●のｃｃ白白￣■￣申○の巳●●￣｡●●ＧＣＣ日●●●｡□ＣＤＣ■●甲■○甲｡●■ＣＯＯ●●ＧＢ｡●●●●●凸の●●Ｕ勺？、■｡｡Ｇ●ｅ●==亡ニーーーニー

節水ＰＲ（市内約MOOヵ所に掲示依頼）
■Ｃ●｡●●￣●■ＰＳＳ…＋か●｡⑪●Ｃ～▲－■－面￣■■・ＣＣＣ匂い｡■●…□●■、■０ｓ｡｢－－＝-,-百

￣ｐ■ＣＣＣ●●●●●●●●●凸●●●●●□●●●■□■印●［､--====＝ﾆﾆﾆﾆﾆﾆ三ﾆｰｰﾆｰﾆ÷－面一一二二－－－＿
■

節水ＰＲ非常事態宣言に伴うもの
ｐ●●匂＝＝＝ＣＣＣ●■凸ウU■■,■一らニーーーーェー＝

血Ｐ

…c￣｡｡●●｡｡●｡■●～●●｡｡●●－－－●●ＣＣＣ●●Cge●－－ＣＣＣＢＧｐ゛｡｡□･･･■・･･･････｡･･････■････････｡･･･-｡｡■ﾛﾆｰﾆｰｰｰ
､

減圧給水Iこ伴うもの

凪６．１２．１０～Ⅱ､６．１２．２５
ｐｅｃｂ゛■●■心甲●B●●ＣＣＣ■－■古一山‐■､～否■■｡｡■■－■。－－□◆■ＣｐＣＣＧ中＋Ｓｃ■■●●■甲●●●Ｃｓ●■や。■■u■ﾛ■｡●●■Ｃ■■●●●●●■●ＣｏＯＣＩ

Ｈ､７．３．６～Ⅱ､７．３．３１
、I■￣＝￣Ceﾛ｡●●●●｡■ＣひＣＧ□｡｡ＢＣＤとｂＣｃＣ￣■●￣●面■￣￣■－１■■U■二ｍ■｡￣￣■ＤｑｐＣＣｐ■｡

Ⅱ.6.12.10発送

■ｑ■●巾の｡､ＢＣＧ●■■■､■■■●■己｡ＳＣＣ●●イーーー

の⑩

Ⅱ､６．１２．１０，Ⅱ､６．１２．１１
●■￣￣￣甲印一ｓ●●●■q●●ＰｐｃＯＣ中●●●中●●ＤｃＣ●、■つつ●－－■■■'■－－■■■■■印ｃｃ●■■Ｓ●●●●●・●■■e●凸●●●■凸｡●ＣＣＣＳ■ＣｏＧ●●■

Ⅱ､７．３．１１，Ⅱ､７．３．１２

18,213

(代跡へ-1i）

”

解除のお知らせとお礼 n.７．４．３０ 515

横断幕、懸垂幕 節水ＰＲ（水道局庁舎）

ｲリ (水道局庁舎・市役所庁舎、歩道橋６カ所）

H､６．７．１５～Ⅱ､７．４．２５

H､６．１２．１０～H､７．４．２５ 727

教育機関 小・中学校の児童・生徒、幼稚園児へそれぞれのレベ

ルに応じた節水ＰＲチラシの配布とホームルーム等で

の節水指導を依頼。

Ⅱ.6.12.7（教育長への文瞥発送日） 618

ダム写真パネル 干上がったダムの写真パネルを市内17か所に設置。

(市施設、パスターミナル、デパート等）

H､６．１２．１２～Ⅱ､７．４．２８

■

⑰

515

その他節水依頼 大口需要者等へ文書で節水を依頼。 H,６．７．１９～適宜 2,824

(合計〕 74,009



１ ５ヨミヨ愛ﾌﾋｋｃＤ２Ｉ犬１２尺』

川共施設からの支援水(2団体子成7年５月2日現在
1．自治体からの支援水（16件＝５市11町）

Ｉ

ｂ

と
泊
Ｑ
ｒ

3．民間等からの支援水（１０団体）Ｉ誕
桓
》
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．
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．
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．
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’
※救援水とは、他市町から搬送いただいたもの。 合計2,700,017㎡（28団体）

２８

団体名 期 間 日数 数量（㎡）

東明中学校 8／28～12／1０ 9７ 5,211

いでゆ荘 8／30～12／2６ 105 11,835

計 17,046

市町名 期 間 日数 数量（㎡） 備考

8／26～９／９ 1５ 2,679 内248㎡は救援水

深江町 8／26～８／3０ ５ 819 内８８㎡は救援水

平戸市 8／2８宍～ 9／1７ 1９ 6,392

諌早市 8／3０～ 9／1３ 1５ 300 すべて救援水

小浜町 8／3０グー 9／1３ 1５ 4,318
『

千々石町 8／30～９／1７ 1７ 8,706

波佐見町
‘

9／２～12／1０ 9２ 4,842

西海町 9／５～10／2０ 2７ 27,990

9／６ 宍～ 9／1５ 1４ 688 すべて救援水

川棚町 9／７ Ｆ■‐ 3／1５ 8５ 85,797

東彼杵町 9／７ へザ 3／1５ 110 70,984

長崎市 9／８～10／1９ 3７ 80,400

佐々町 9／８ ～ 5／２ 228 2,248,736

西彼町 10／26～８／６ 8８ 64,467

田平町 12／５ グー 1／1０ 2７ 53,685

吉井町 12／12～１／1０ 2５ 6,102 蹄ﾅｶﾉ(株)協力

計 2,661,855 内1,324㎡救援水

団体名 ､水場所 期間 日数 数量㎡

(株）鐵原 相浦町 8／25～１／７ 9０ 2,198

臭
きくヤ
ﾃﾞﾊﾟｰﾄ跡 8／31～10／８ 3９ 894

恵 大村市 9／14～９／1７ ８ 221

佐世保舗装協会 吉井町 10／７～12／2８ 7１ 7,668

綾町農協 宮崎県 10／1５ １ 1０

纒石iW蘆蕊 藤原町 11／18～12／2６ 1８ 711

サンピア佐世保 崎岡町 12／１～12／2６ 1９ 2,637

米海軍佐世保iｉｉｌ 平瀬町 12／1９ １ ■ 189

食！}流通団地、關合 大塔町 2／３ F～' 3／1５ 3４ 6,588

長崎ﾅｶﾉ（株） 吉井町 12／12～１／1０ 2５

計
Ｖ

21,116



６糸合ズｋｆ時ＵＥ良膠余夕卜蕊三雲鴬戸斤

給水制限から除外する事業所等については、給水制限時に市民の衛生的な生活と

安全を確保するために、「厚生省環境衛生局水道環境部長通達第５節温水・断減

水対策、渇水対策について」「昭和５３年給水制限時資料」及び「昭和６３年給水

制限準備時資料」に基づき定めたものであります。

荘お、給水制限から除外する事業所等には、自主節水の呼び掛けを行荘い、使用

《量を調査した結果節水が行なわれていないと思われる事業所等については、再三

の自主節水の要請を行ないました。

また、水道局が決ぬた給水制限除外事業所の中でも、他と同犠の給水制限を行な

ってほしいとの要望があった事業所等については、給水制限除外事業所から外して

給水制限を行なった所もあります。
’
Ｏ南部水系第１次給水制限時給水制限除外事業所（８月１日～８月６日）

iil ２ｓ

区分 おもな該当事業所 件数
食品衛生管理及び食料品等の安定供

給の上から、断水をすることが不適

当と思われるもの

(１０６件）

食肉卸

パン製造

麺製造

豆腐製造

こんにゃく製造

飼料製造

鮮魚店［鮮魚店有スーパー含む］

冷凍冷蔵業

大型捨凍冷蔵設備を有する施設

公設市場

２

１１

６

７

３

２

５９

３

１２

１

断水をすることによって、市民生活

その他公共施設に重大な支障を来た

す恐れがある施駿

(１４件）

下水処理施設

清掃工場

火葬施設

ガス製捨麓霊

管制センター［電話交換設備、駅］

７

１

１

２

３

施設の状況から技術上開閉栓が困難

なもの、又は断水すると濁水の恐れ

がある施設（６件）

大型工場他 ６

地域の形態及び構成から、自主制限

にした方が効果が上がると思われる

施設等 （１１件）

同業種が集中し、組合等総括する

組織がある地域

１１

計 ３６１

区分 おもな該当事業所 件数

有床病院・医院［救急告示病院、透

折治療病院、産婦人科等］（４８）

無床医院［歯科医院含む］（５１）

血液検査施設（１）

救急医療設備消防署（２）

歯科技工所（５）

乳幼児を収容している施設

(乳児園、保育園、幼稚園）

不特定多数の人が使用する施設

(公衆便所、駅・パス等の待合所）

小・中・高等学校

専門学校

市役所支所

動物病院

児童福祉施設

精神薄弱者更正施設

老人福祉施設

特別養護老人福祉施設

生活保謹施設

１０７

３９

３５

２１

４

５

２

２

エ

３

４

１



覇

霊 Ｏ南部水系第２次給水制限時給水制限除外事業所（８月７日～８月２３日）

i三F臺壼三;i言1篝蕊F：
｡

。～３月６眉

有床病院・医院［救急告示病院、透
Ｃ

折治療病院、産婦人科等］（４８）

１０７

－蓑
謙

一
〒
、
曇
亀
蒋

Ⅱ
■
少
少
。
『
■
ロ
凡
■

り
ワ
』
も
－
巾
ｎ
屯

乳幼児を収容している施設

（乳児園、保育園、幼稚園）

不特定多数の人が使用する施設

（公衆便所、駅・パス等の待合所）

３９

３５

小・中・高等学校

市役所支所

精神薄弱者更正施設

老人福祉施設

特別養護老人福祉施設

下水処理施設

清掃工場

火葬施設

ガス製造施設

管制センター［電話交換設備、駅］

別
ｌ
５
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
４
ｌ
７
ｌ
１
ｌ
１
－
２
’
３

断水をすることによって、市民生活
●

その他公共施設に重大な支障を来た

す恐れがある麓設

① （１４件）
燕第３次給水制限の期間中、１１月１７日に公園公衆便所のうち利用度が多くな
い所２７か所を閉鎖。該た、１月２７日には有床病院の中でも入院患者が無い所
２か所を制限給水したため、最終的には合計７６か所が給水制限除外事業所とな
った。

蕊白
閃

施設の状況から技術上開閉栓が困難

なもの、又は断水すると濁水の恐れ

がある雄殿（３件）

大型工場他
丁

３
菖宅

蕊
塞
勇
瀦

計 ２３１鋪葱蕊

３

餌

Ｐ
Ｆ
い

JＴ

３０；藤里

Ｏ南部水系第３次給水制限時給水制限以降除外事業所（８月２４日～３日Ｒロ、

区分 おもな該当事業所 件数
衛生管理上の理由から、断水をする

ことが不適当と思われるもの

(９０件）

有床病院・医院［救急告示病院、透

折治療病院、産婦人科等］（４８）

血液検査施設（１）

救急医療設備消防署（２）

不特定多数の人が使用する施設

(公衆便所、駅・パス等の待合所）

特別養謹老人福祉施設

５１

印

３５

。

４

断水をすることによって、市民生活

その他公共施設に薗大な支障を来た

す恐れがある施設

(１３件）

下水処理施設

清掃工場

火葬施設

ガス製造施設

管制センター［電話交換設備、駅］

７

１

１

１

３

施設の状況から技術上開閉栓が困難

なもの、又は断水すると濁水の恐れ

がある施藍（２件）

大型工場他 ２

計 １０５



＊北部水系の給水制限除ﾀﾄ蕊鰯rの除ﾀﾄ範囲については、南:iK水系と足並みをｉｉｉ

えるために南部水系第３次I合水制限時の段階から始めました。

ＯＦＩ上部水系給水制限時給籾k制限除外覇業所（９月６日～３月６日）

：I
iilI
ごＶ
Ｊｉ
ｊｉ１

⑪

※第３次給水制限の期間中、１１月１７日に公園公衆便所のうち利用度が多くな

い所３８か所を閉鎖。また、１月２７日には有床病院の中でも入院患者が無い所

１２か所をflHl限給水した允功、最終的には合計１９１力､層Wiが給水制限除ﾀﾄ事薬所

となった。

鑿 ３１

区・分 おもな該当事業所 件数

衛生管１９且この理由から、断水をする

ことが不適当と思われるもの

(２００#lウ

有床病院・医院Ｃ救急告示病院、透．

析樹i鯖院､産婦人科等］（１3Ｄ

血液検劃瞳設（２）

救急医療設鰯消防署（４）

する施設

等の待合所）

特呂！ 養護老人福祉施設

１３７

６０

３

食品衛生管翻こび食料品等の安定供

給の上から､断水をすることが不適
当と思われるもの

(１８件）

食肉センター

と =\l製造

iﾖ而場関連

米低温倉庫

１

１

１４

２

I5bl<をすることによって、市民と七活

その他翅騏ﾖIii設に重大な支障を来た

す恐れがある施設

(２３件）

下水血u理施設

下水ポンプ場

i罰ii工場

汚物ﾘｾﾞ凹璽施設

火葬施設

ガス製造麓設

電気製造麓設

管制センター［､融搬日､61､鶴罰

船舶給水

６

４

１

１

１

１

１

３

５

計 ２４１
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このような状況を解消するためには、徹底した事務事業の見直しや

遊休資産の活用などによる財源確保を図ろなど自助努力によるユズｋ三萱貝zi-正文－～ＣＤ量二黒曇厚

今回の異常渇水による水確保などの渇水対策及び給水制限に係る

経費は、約5順円にものぼり、この額は、年間の給水収益（zk道料金

収入約35億円）をも上回る額となりました。

一方、給水制限により給水収益は、当初予算額に比べ約６億円の

減収となり、渇水対策などの経費及び給水収益の減収分の補てん財源

としては、壹股会計からの負担金約41億２千万円のほか経費の節減や

↓これまでの繰越利益剰余金、積立金の処分などを行ったものの、

事業収支において、平成６年度末には、約４億２千７百万円の未処理

欠損金を生じました。

また、平成７年度においても、給水制限の影響及び節水意識の向上

により給水収益の伸びは見込86ないものの、今回の異常渇水の反省に

立ち、短期的及び中・長期的な水源確保や、南北水系の格差是正など

事業の推進を図るためには巨額な投資が必要となります。

一方、従来から行ってきました配水管の整備や未普及地域の解消策

など事業投資に係る企業債利息及び減価償却費など諸経費の増が

見込まれることなどから、水道財政は、極いて厳しい状況にあります。

虻１

財政再建に努めなければ癒りません。
_,こ■

』碧宅

ﾅｺﾞｒ

迫uＦ
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２ギ壜ｌｚｋ文寸皇憲謝径雲蔓糸i圏E才舌畠表 (平成６年７月１４日～平成7年４月２８日）
焼莵式△》

１制限給水作業関係１．

職員の時間外手当

アルバイト賃金

９５９，５１８千円

501,593千Ｎ７/２３～３/１５廷18,461人

716,963網．７/２５～３/１２廷47,957人

５支援水の海上輸送９１４，００５千円輸送量１５３，４７８－

（長崎市）パージ船委託594,2591Ｗ９／８～１０/１９廷６３隻

（田平町）ﾌﾎ輸送船委託80,5631Ｗ１２／５～１/１０廷４５隻

使役杵⑪水輸懲H委託１Ｍ96捌１２/２３～３／４廷２鰻

川棚川仮設送水管工事174,026千N‘450ｍｍ延長3,072.4ｍ

その他54.661荊固定パージ借上I久取水施設工事など

300,429柵７/２５～２/１８廷14,751人

144,879柵１０/２５～３／６廷3,114千基

178,736千Ｈ７/２５～３/１５廷27,326台

116,918千、作業車燃料､作業工具など

町内会作業員賃金

作業車の借上げ

その他

6～河川からの取水２９７，４９７千円一

相澗11｛F駿送水管工事114,271網d250mm

矢蜂仮設送水管工事18,673相②200ｍｍ

佐々川ポンプ運転蚕託27,181刑９/２０～

佐DGr川ポンプ電気代負担42,428刊

潮11取水に伴う工事38,951網

その他55,993初

報関係７４，

新聞折り込み印刷

・広報車借上げ．.←

テレビ･ラジオ等の広報

２広 009千円

8,365棚１６回

12,661刑７/19～４/２８廷Ｔ45台

39958刑難篝2.塁i彩攪など
13.400相航空機謄上げ、折込み手数料など

延長3,195.4ｍ

延長421.1,

5／２廷1,279人

その他

i３臨時給水所関係２７．８３０千円－

４トットラック借上げ9,270刑８/２７～９/１５廷

臨時給,k所工事11,807チⅡ２２か所

その他6,753柵臨時給永所警鰯委託

７夕ンク購入２６７．５２６千円

運搬用タンク69.382千Ｎ浄水･原水用９

中継基地タンク63513網３２０

設置用タンク74,478糊３．３

トラック運搬用タンク47,422網３．４ほか

その他7,731網タンク積込み委託趣ど

201台 鵬
湛
鵬
鵬

｡

４支援水の陸上輸送１，４７８，２８９千円輸送量４８７，１７６－

１１トンダンプ借上げ、513,465刑８/２２～３/１５廷6,987台

２１トットレーラー委託580,233柵８/２４～９/２９廷1,300台確保

取水･注水等業務委髄287,544稲Ｗ２１～３/１５廷115,591時間

取水施設等工事77,334チlｌ伊佐ﾉ浦ダム、柚〃１１など

その他・19,713翻４トントラック借上げ、ポンプ露扇委託

●
８ぞ 他の４０，９１０千円

川棚１１題'i《永瀬鱸負担金１ＭＯＯｆ１Ｎｌ２ＭＯＯ千円ｘl/２

板山ダム譲匿負担金2,600刑13,000千円ｘl/５

その他28,310ﾁＷ公道i蝋、支援水のおﾈL､旅費など

渇水対策経費合計 ５，０５９，５８４千円…
■
＃

平成６年度
一般会計からの

異常渇水に伴う寵金
平成７年度

４，１２２，

(弼蝿MiOl柵

４６，

９７０千円

593,1331W）

０５２千円

ＤＣＰｑｃＣ●ロ｡p■。◆■●●ＣＤ■ｃｅｃウロc■□｡■■■■■■■■●、■■－中一｡‐申B◆■●●●▲●ＣＧＣ●■●●●■

:一般会計l議員の制限作業応援！
;

３１１，４０４千円．；

廷128,133噸爵：
b■▲･■白■■●つ゛ＣＣＣ●●●●●Ｂ■●■●ＤＣ●。e･ﾛの｡･･･ﾛ■■■■･‐■・SBG■･白のＰｃｐｐ・■ｃ■・◆・■鈩合計４１６９，０２２千円

３ｓ
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〔海上経費のおもな内訳〕
水輸送委託料（長崎市）
川棚仮設送水管工事

水輸送委託料（田平町）
長崎市支援水受水費

〔陸上経費のおもな内訳〕
２１トンﾄﾚｰﾗｰ委託料

１１トンダンプ借上料

取水・注水●警備業務委託料
運搬用タンク（78基）

②

594,259千円

174,026千円

80,563千円

15,223千円

580,233千円

513,465千円

287,544千円

137,895千円
● ｄｑＱ１ＭコートＬ

、ＣＤ潅９７－０４７＋l閂
、他の茸三

914,005千円計３１６．１８４ヨー偶

(注1）487,176㎡は、海上輸送のうち、港から陸送した分90,526㎡を含んだ数値。

(注2）550,12Ｍは、港から陸送した分90,526㎡を含まない数値。
〈陸上＞〈海上＞〈港分〉

487,176㎡＋１５ａ４７８㎡－９０，５２６㎡＝550,128㎡

仁・分Ⅱ酢ｎＦＰ派一しあげ〈、恥刮叩鰹輿制幽邸科的毎病院艶胸控

？

卸』

項 目 陸上輸送 海上輸送 合 計 平成６年ＩｉｉｌＭ（Ｉ;ｉ髄

輸送等に要した経費総額 1,616,184千円 914,005千円 2,530,189千円 8,851,668千円

(醗費肝鶏ｴ讃一繭鱸却原､i）

輸送した水量 487,176㎡

(注1）

153,478㎡ 550,128㎡

(注2）

23,262,066㎡

(有収水量）

１㎡当たりのコスト 3,317円 5,955円 4,599円 381円



ＶⅡ云乏二首と霊果是冨

今回の給水制限は、近年まれに見る高温少雨に原因があったとはいえ、

本市の水源確保等に遅れがあったことも事実であり、そのような意味で、
この度の異常渇水は、多くの反省と課題を残しました。

つきましては、今後の対策に資するためにも、反省・課題を明確に捉
えることが重要であります。

この度の異常渇水に係る反省・課題を整理すると次のとおりと考えま
す。

経験であり、いわゆる危機管理体制（渇水対策マニュアル）が十分
でない中での対応であったため、必ずしも有効な対策を打てなかっ
た傾向がある。

全体として、渇水対策に莫大な経費を要した割には、全てそれに
見合う有効な対策であったとは言い難い。

…

(2)止水栓開閉業務と人件費等

給水制限の実施方法としては、種々あるが、本市の場合、当初か
ら各家庭の止水栓開閉による時間給水とした。、

この方法は誤っていないと思うが、長期化する中での人海戦術に

よる作業となり、要員確保に苦慮し、多くの人員を要したため、多
額の人件費を要した。

この他、作業現場への要員移送のための作業車の借上料などに多
額の経費を要した。

］し他都市よりも早く給水制限に入った。

基本的には、水源確保に遅れがあったといえる。

即ち、本市の安定水源は、１日82,50Ｍ.これは川棚川（15,000㎡）

及び佐々川（5,000㎡）からの取水を含んでおり、渇水期には河川か

らの取水は計画どおりには行えないなど、不安定な要素を含んでいる。
③

一方、需要は１日平均給水量86,000㎡で、日最大給水量は100,000㎡

を超えており、極めて不安定な給水体制にあった。

(3)制限パッキン方式への移行

長崎市は制限パッキン方式を実施したが、その節水効果の結果が

出た時点で、本市としても長引く渇水の途中で、切り換えることが

できなかったのか。霜

⑥２南北水系の融通

南部水系地区は北部水系地区よりも約１か月早く給水制限に入り、
不公平感があった。

南部水系と北部水系との水の融通ができるのは少量（日量4,000㎡）
であり、南北融通施設対策が立ち遅れていた。 (4)給水制限の時間設定

市民の方の中には、単身就労世帯、共稼ぎ世帯等がおられ、その
ような中で、多くの苦情をいただいた。

給水制限の時間設定に問題はなかったか。

３給水制限について

（１）危機管理体制の欠如

今回の給水制限は、結果的には９か月近くにも及ぶ大渇水となった

わけであるが、本市としてもこのような長期にわたる渇水は初めての

幾
’
２
段
夢
隙
邨
艶
葦
笛
瞬
醇
醗
砿
醸
鰹
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魑
甑
幽
織
剥
露
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蕊
鯛
垣

上
溺
蕊
蕊
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(5)臨時職員の雇用方法

止水栓開閉作業のため多くの臨時職員を雇用したが、雇用形態

（賃金、契約）に問題はなかったか。

なお、賃金についていえば、当初は時給１，４００円であったが

平成６年１２月１９日から時給９００円に変更した。

（６）広報・告知について

・節水効果は、市民の皆様の「節水意識の高揚」に負うところが

「大きい。

しかし、節水広報は十分であったとは言い難かった。

・本市の給水制限は、１５ページにあるとおり、特に初期の段階

において頻繁に給水時間帯を変更したが、告知の徹底・告知の時

期（告知が遅れぎみであった。）に問題があった。
勺

４その他

水の輸送について

水の海上輸送・陸上輸送に伴い、莫大な経費を要した割には、その輸

送量は少なく、当然コスト高となり、結果的には有効な手段とは言い難

かった。

●

1１

ザ・ヤシ・・．Ⅲ」七・・．芯＆Ｆ》口癖夢●菰）⑥亦猴・腱肝』聡暉鄙麓］』一瞬》醇醗暉守←鰯一週》｜
■
‐
Ｆ
■

りし‐輻ロ・浄．□死雑一計》 ３６
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ユズｋＺ原石窪征呆女寸貫萱

この度の給水制限は、水源確保の遅れが要因の一つであると指摘されているところ

です。

この抜本的な解決には、石木ダム建設以外にはありません。石木ダム建設について

は、平成７年５月２８日に、長崎県知事・佐世保市長は、川棚町長を立合人として、

地元２団体と「石木ダム建設に関する基本協定書」の調印を終え、新たな展開をみる

に至りました。さらに現在、長崎県・佐世保市・川棚町の基金を一本化し、（仮称）

財団法人石木ダム地域振興対策基金設立を進めているところです。

しかし、いまだ－部地元住民の皆様の御理解を得るに至っておらず、石木ダム建設

に向けて、最大限の努力を払って対処する必要があるものの、一定の期日を要すると

思われます。
っな

そのため、石木ダム建設までの繋ぎとして、別表に示す短期対策・中期対策lご取組

みます。

●
■■

と

⑱

●

「
！

３７
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今握受ｃＤＺｋｆ原呑奮仏日雇女寸鋒竃６二一つｕ、‐て
(平成７年１０月２０日建設課）

庁

△

●

●

⑯

３s

ｺェヨ 目 P勺弓雲

ユ ￣ ﾀ藍豆其荊女寸錬乏

①川棚jIl

暫定豊水水利櫓取得

②小森川取ｽk安定施設建設

③南北水系融通雄殿建設

④老朽水道管の布設替

（漏水防止）

⑤北部水系貯水池水運用

検討業務

既設jI1棚取水場の予備ポンプも併せて稼働させ、広田浄水場までの導水管路の途中に増圧ポンプを設け、河川の流量が豊富な時に現
在の水利権量（]し５千㎡／日＞以上の取水を可能とする。（申請水量増５千㎡／日）

小森川の安定取水を図るた塗、河道内貯水麓を増強す愚手段として、堰の新設と河床を掘削しプールを確保する。

東山手一帯の高台で現在、南部水系から賄っている給水区域を、北部水系からも給水出来るような施設を建設し、南北の水源状況に
応じて選択給水を可能にする。

現在、配水管延長６６０ｋｍのうち老朽化が著しく、通水能力低下、錆による濁り、破損頻度等を考慮し、計画的に更新を行い漏水

`率の改善を図ろ。平成６年度漏水率１２．０％を平成１１年度目標漏水率１０％に改善を図る゜
■

北部水系には、５か所の貯水池と４か所の取水場があるが、これらを選択的に取水し、貯水池間の均衡を保つため有効な導水管、連
絡管の検討をする。

２ ￣ 可。其珂女寸負差
Ｐ●

①さ<弁施設

②板山夕ム

③海水淡水化施設導入

④菰田導水管布設工事

地下水による水源開発を行うたいの調査及び試霜を行い、まとまった水量が確保出来れば取水、導水施設を建設する。

相浦川等河川総合開発計画の一環としての位置付けで、板山ダム建設による佐世保市上水道の水源の安定化を図る゜

(現在実施している活断層の調査結果次第では、他の水源確保に振替の可能性有）

平成５～６年度にかけ、佐世保市上水道に海水淡水化施設の導入に対する妥当性についての調査をした。今後濃縮排水の影響、コス

卜の低廉化等について検討し、先進都市（沖縄・福岡）の動向などの調査も続ける。 可

伊

菰田貯水池及び相補取水場からの取水を、より有効的に導水するために、皆瀬接合弁から大野・山の田浄水場までの導水管．
(‘６００唾～４．５００ｍ）を新設する。

へ

Ｂ ｡ ｣罠皇共園女寸鋒乏

①石木夕ム蓮設 ､総貯水容量～６７４万㎡、有効貯水容量～６４４万㎡（本市水道用貯水容邇～３９６万㎡・本市取水量６万㎡／日）
型式～重力式コンクリートとロックフイルの複合ダム、総事業費～１６０億円（本市負担分5,663,000千円３５．４％）



已貨『=『｡Zｋ璽型壱f'三T=后－づくり

水源開発と同時に節水型都市づくりも重要な課題です。

雨水や再生水を利用した中水道の研究、市民参加による節水型都市づくり（市民ダ
ム）の形成を市民の皆様の御理解を得ながら進めます。

具体的な取組みとしてば、この度の異常渇水に伴い、市内全域が給水制限に入った

９月６日を「水を大切にする日」と定め、節水意識の向上と水の有効利用の促進を目
的に官民一体となって毎年各種行事を行うこととしました。

また、平成７年]L０月２３日から同年１２月２７日まで、町内会の御協力を得なが

ら、一般家庭や官公庁に対し、集中的に節水コマ取付けを行い、節水に取り組みます。
さらに次年度も実施すべく計画しているところです。

この他､この度の異常渇水を教訓に、再び異常渇水に見舞われたときに備え、他都

市の状況を参考にしながら、本市の実情に則した渇水対策マニュアルを作成したいと
考えます。

●

６

⑥

⑰

円
Ｐ
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水事情（需要、供給）について

佐世保市の水源は、安定水源として１日に82,500㎡ありますが、こ
れには川棚川の15,000㎡、佐々川の5,000㎡が含まれています｡
しかし、両河川とも年間を通して取水することができず、不安定な

要素を含んでいます。

一方、需要は１日平均給水量86,000㎡で日最大給水量では、既に
100,000㎡を超えています。

これを表にすると次のようになります。

１

③河川からの取水のうち、佐々川は１日5,000㎡でありますが、従来
取水期間は上流から年間１９７日間であったものを佐々町及び関係水
利組合の御理解を得て、取水点を下流に移すことにより２５５日間に
延長されました.（約８０％増）

相浦川においても昭和５３年から取水を休止していましたが、水質
の好転により、平成６年から日量4,500㎡の取水を再開しました。
さら化同じ水系である四条橋取水場のポンプを日量13,000㎡から

18,000㎡に増強しました。●

川棚川からの取水は、現在日量15,000㎡の水利権を取得しています
が、ダムが満杯し取水の必要がない時期、あるいは川の水量が減少し、
取水できない時期があるため、年間平均１日取水量は9,900㎡となっ
ています。

これを増量するため、河川水量が豊富な時期に取水が限定される暫
定豊水水利権、日量5,000㎡について、川棚町及び関係河川使用者３
組合の合意を得て、県に申請中です。

△

④その他の対策

漏水防止対策として昭和４９年から平成６年まで年平均11,140,,
442,000千円の老朽管の布設替えを行い、総事業費9,277,000千円に
及びました。

これにより、昭和４８年度末の漏水率は２１．３６％であったもの
が､平成６年度末には１２．０３％に改善されています。

⑭

、この不足分は、小森川、相浦川の不安定な補水と恵みの雨に頼って、
通常はかろうじて給水制限を免れているのが現状です。
すなわち、極めて不安定な供給体制と言えます。

⑰
２水源の開発

①佐世保市行政区域内はもちろんのこと、県北地域におけるダム適地
の調査を行いましたが、まとまった水量の開発ができる適地はありま
せん。

しかしながら、小規模ではありますが、板山地区においては、渇水
ダムの可能性について、更に調査を継続しています。

以上のような努力をしてきましたが、まとまった新たな水源を市行
政区域内に求めることは非常に困難な状況です。

‐１Ｊ一酔仔ｒ串講．尽乃）軋乍鐇建鰯騎畷礪鏑露鴎瞳塵砿聲饅や鍵露雪》》》》》》》》》》一一》一一一一一

８水需要量の現況及び将来予測

①平成２年から平成６年の５か年の日平均給水量は81,700㎡（年間
29,839千㎡）で、最高は平成５年の85,700㎡（年間31,288千㎡）、最
低は異常渇水であ－た平成６年の75,900㎡（年間27.693千㎡）となっ
ています。

②深井戸による水源確保を図ろため５４か所のボーリング調査を行い、
うち水量を確保できた８か所で上水道用水源として日量3,000㎡の取
水を行っています。また、簡易水道水源として12か所（日量1,370㎡）
の取水をしています。

４０
■

１日安定取水量 １日平均給水量 不≦足水量

82,500㎡ 86,000㎡ 3,500㎡

１日安定取水量 １日最大給水量 不足水量

82,500㎡ 100,000㎡ 17,500㎡
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②さらに将来の佐世保の水需要を把握するため、厚生省が監修している

「水道施設設計指針」に基づいて、平成６年度に生活用水、業務営業用
水、工場用水、その他、用水全てにわたり将来需要予測を行いましたが、
結果は次表のとおりです。

③平成６年度の異常気象による長期の渇水は、未曾有のものであり、
長期の給水制限の措置とならざるを得なかったとはいえ、市民の皆様
には多大の御迷惑と経済的な負担をもたらしたのも事実であります。

③

また、その渇水対策に巨額の費用を要したことでもあり、今後の対
応として、３８ページにも述べているような諸対策を行うとともに、
今回の渇水対策を教訓として危機管理体制（渇水対策マニュアル）を
確立し安心して生活できる渇水に強い水道事業の再建に、市民の皆犠

ザ
』
ず

の御協力を得ながら、努力する所存でございます。
●
！

４，今後の対策について

①平成２５年の予測需要量は133,000㎡であり、現在の安定水源

82,500㎡との間に50,000㎡以上の不足が生じることになります｡．
Ｇ

このような大量の安定した水源確保を市行政区域内に求めることは

地形その他の状態から全く困難であり、唯一の解決の方法は「石木ダ
ム」建段以外にはありえません。

０御鰯鑪鑿等:川棚町とりわけ石木ﾀﾞﾑ関係者の皆様の御蝋
竜 全市民の皆様が心からお願いし、実現させていただくよう努めなけ

ればならないと考えます。

。ｚ）己Bミミ７句ニユユ」弓

仁生fi士f呆了=宿u受

ラモゴ武 遍頂

②石木ダム建設には、長期間を要するものと思われます。

そのためには、「水は有限の資源」である。又「代替のない資源」

であるとの認識と「石木ダム」の建段にあたっては、地元関係者の多
くの苦悩と蝋牲を伴うことを十分認職し、「水を大切にする」習慣を
作り上げていただき、，,節水型都市づくり,,を進めなければならない
と考えます。

４１

凸

平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２５年

１日平均

給水量

91,000㎡

(1.0：）

99,000㎡

(1.09借）

103,000㎡

(1.181i）

107,000㎡

(1.18;）

109,000㎡

(1.20倍）

１日最大

給水量

110,000㎡

(1.鴫）

120,000㎡

(1.09倍）

125,000㎡

(1.14倍）

130,000㎡

(1.18$）

133,000㎡

(1.21倍）
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